
福井県ドクターヘリ環境音等調査業務にかかる 

プロポーザル募集要領 

 

１ 趣旨 

福井県立病院周辺区域において、福井県ドクターヘリ（以下、「ドクターヘリ」という。）

の飛行音を計測し、客観的な騒音の数値を示すとともに騒音を低減する方法を調査することを

目的とし、それに必要な各種調査を行うものとする。 

  

２ 業務概要 

（１）名称 

  福井県ドクターヘリ環境音等調査業務 

（２）履行期間 

   契約締結日から令和８年３月１９日まで 

（３）業務内容 

   別紙「福井県ドクターヘリ環境音等調査業務委託 仕様書」（以下「仕様書」という。） 

のとおり 

 

３ 提案上限金額等 

   ２２，３２３，０００円を上限とする。（消費税および地方消費税を含む。） 

 

４ 参加資格要件 

  企画提案書を提出することができる者は、「福井県ドクターヘリ環境音等調査業務にかかる

プロポーザル審査会」（以下「審査会」という。）の審査を受ける資格（以下「受審資格」とい

う。）に関し、次に掲げる事項について県の認定を受けたものとする。 

（１） 福井県財務規則（昭和 39年福井県規則第 11号）第１４６条の規定により、知事が競争入

札参加資格を有すると認めた者（競争入札参加資格の申請中の者を含む。）であること。 

  ※福井県の競争入札参加資格を有していない場合においても、同条に規定する競争入札

参加資格の申請を提出済みであれば、本業務委託の参加資格を有するものとして取り扱う。

ただし、選定委員会の時点で競争入札参加資格の認定を受けていない場合は、本件に関す

る参加資格を喪失する。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者でない

こと。 

（３） 受審資格認定の日において、現に県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

（４） 受審資格認定の日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続

開始の申立て、および民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の

申立てがなされている者でないこと。  

（５） 福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がない者であるこ

と。ただし、本県内に事業所等を有しないとき、県税についてはこの限りでない。 

（６） 次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること。  

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその視点

もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴



力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者。  

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）  

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）または、暴力団員が経営に実質的

に関与している者。  

ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加 

える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者。  

エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する 

など直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者。 

（７） 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。 

 

５ 失格事項 

  次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

  また、優先交渉権者が契約締結するまでの間に次のいずれかに該当する場合、または該当し

ていることが判明した場合は、優先交渉権者の決定を取り消し、その者とは契約を締結しない。 

（１）審査結果通知日までに、提案者が前記４参加資格要件を満たさなくなった場合 

（２）見積書の金額が、提案上限金額を超える場合 

（３）提出期限までに提出資料が提出されない場合 

（４）２案以上の企画提案をした場合 

（５）提出資料に虚偽の記載があった場合 

（６）著しく信義に反する行為があった場合 

（７）契約を履行することが困難と認められる場合 

（８）企画提案書の記載内容が法令違反など、著しく不適当な場合 

（９）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（10）書類に不備がある場合（軽微な場合を除く） 

 

６ 受審資格の認定の申請手続き等 

  企画提案書を提出しようとする者は、次のとおり県に申請し、受審資格の認定を受けなけれ

ばならない。 

（１）提出書類 

   プロポーザル参加申込書（様式１）に次の書類を添付し、提出すること。 

・企画提案参加資格誓約書（様式２） 

・企画提案参加事業者の概要、事業内容等が分かる書類（任意様式） 

・福井県競争入札参加資格通知書（物品購入・役務の提供等）の写しまたは、競争入札

参加資格審査申請書（受付印を押したもの）の写しあるいは、競争入札参加資格申請

を電子申請システムで行った場合、受付確認メールの写し 

※競争入札参加資格の認定申請は福井県会計局会計課に申請すること。 

・納税証明書（写し）（３か月以内に取得したもの） 

  福井県の県税の滞納がない旨の納税証明書（県税事務所） 

   ※本県内に事務所等を有しないときは、添付不要 

  消費税及び地方消費税に滞納がない旨の納税証明書（税務署） 



（２）受付期間 

   令和７年７月１０日（木）１７時まで（必着） 

（３）提出方法 

PDF 等電子データを電子メールで提出すること。なお、7MB を越える容量が ある場合は、県

で電子メールの受信が拒否される。そのため、電子ファイルを記録した USB 等記録媒体を郵便や

宅配便等で下記宛先に送付、またはオンラインストレージを利用し、下記宛先に電子メールでダ

ウンロード URL を通知する方法も可とする。 

 

（４）提出先 

〒９１０－８５８０ 福井県福井市大手３丁目１７－１ 

   福井県健康福祉部健康医療局地域医療課 救急・災害医療グループ 

   電 話：０７７６－２０－０３４６（直通） 

   ＦＡＸ：０７７６－２０－０６４２ 

   e-mail  iryou@pref.fukui.lg.jp 

（５）受審資格の認定結果の通知 

  認定結果については、令和７年７月１４日（月）までに受審資格認定申請書を提出した

者に書面で通知する。 

 

７ 質問 

応募登録者は、本企画提案および仕様書に関し質問がある場合には、質問票（様式３）に

記入し、メールにて次の宛先に送付すること。 

（１） 送付先 

〒９１０－８５８０ 福井県福井市大手３丁目１７－１ 

  福井県健康福祉部健康医療局地域医療課 救急・災害医療グループ 

   電 話：０７７６－２０－０３４６（直通） 

   ＦＡＸ：０７７６－２０－０６４２ 

   e-mail  iryou@pref.fukui.lg.jp 

（２） 受付期間 

令和７年７月１０日（木）までの休日を除く毎日、８時３０分から１７時までの間とする。 

（３） 質問に対する回答 

質問に対する回答は、令和７年７月１４日（月）までに、応募登録者全員に対し通知する。 

＊なお、軽微な質問については口頭により回答する場合がある。 

 

８ 企画提案書の提出手続き 

（１）提出書類 

企画提案に関する資料（様式任意） 各４部 

① 企画提案書（様式任意） 

② 経費見積書（様式任意） 

③ ①および②を収録した電子媒体（ＰＤＦなど汎用的なデータ形式で収録すること） 

    なお、提出後における資料の追加および変更は認めない。（ただし、当方が指示した場

合を除く。） 
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（２）受付期間 

令和７年７月１８日（金）１７時まで（必着） 

（３）提出方法 

持参、郵送（配達証明）または宅急便（手渡したことが証明されるものに限る。）によること。 

   ただし、電子データをメール添付により提出する場合、上記８（１）③に記載する電子 

データを収録した媒体を別途提出する必要はない。 

（４）提出先 

〒９１０－８５８０ 福井県福井市大手３丁目１７－１ 

      福井県健康福祉部健康医療局地域医療課 救急・災害医療グループ 

      電 話：０７７６－２０－０３４６（直通） 

      ＦＡＸ：０７７６－２０－０６４２ 

      e-mail  iryou@pref.fukui.lg.jp 

 

９ 審査会の実施 

（１）選定審査の実施 

審査会において提出された企画提案書等に基づき審査する。 

（２）審査方法 

    審査会において、企画提案書提出者によるプレゼンテーションを実施する。企画提案書

およびプレゼンテーションの内容について審査し、算出された評価点が最も高い提案者を

契約先候補者として決定する。 

    プレゼンテーションは令和７年７月下旬頃にオンラインにて実施予定で、時間等は別途

通知する。 

審査項目 主な審査内容 

①事業実施体制 ・空港等における騒音調査および騒音予測図（コンター図）の作成実績があるか。 

・環境計量士が業務に従事するか。 

②品質向上に 

係る取組 

・ 福井県立病院における測定地点案が実施可能で選定理由が適したものか。 

・ 福井空港における測定地点案および運航計画が現地状況や地元への影響を配慮し

たものか。 

・ 飛行音低減方法の調査にかかるヒアリング対象機関の案は適切か。 

・ コンター図の作成方法について提案内容に優位性があるか。 

③独自提案 

（加点事由） 

・ 事業目的を理解したうえで、「優れた提案」や「良い取組」か。 

④価格 ・ 業務内容に対して必要な経費が適切に見積りとなっているか。 

（３）審査結果の通知  

審査結果については、採否にかかわらず申込者全員に書面にて通知する。なお、審査結

果の異議申し立ては受け付けない。 

（４）採用となった企画提案については、協議の上、変更する場合がある。 

 

１０ 契約の締結  

福井県は、契約先候補者と企画提案書等の内容をもとに、業務履行に必要な具体的な協議を

行う。協議が整った場合に、契約先候補者から改めて見積書を徴収し、見積書の内容を精査の



うえ、委託契約を締結する。  

また、次の場合には、県は契約締結を取り消す場合がある。  

（１） 契約先候補者として選定されたものが、契約の締結に応じないとき  

（２） 財務状況の悪化等により事業の履行が確実でない恐れがあるとき  

（３） その他、著しく社会的信用を損なう行為等により、委託が不可能または著しく不適当と

なるような事情が生じたとき  

 

１１ 再委託  

本委託業務の全てを再委託することはできない。ただし、必要に応じ一部を再委託する場合、

福井県に協議のうえ、その承諾を得ること。 

 

１２ その他 

（１） 必要書類が不足している資料、提出期限に遅れた資料は一切受け付けない。 

（２） 提出された企画提案書は返却しない。 

（３） 企画提案書の提出に関する経費は全額提出者負担とする。 

 

13 問合せ先 

〒９１０－８５８０ 福井県福井市大手３丁目１７－１ 

   福井県健康福祉部健康医療局地域医療課 救急・災害医療グループ 

   電 話：０７７６－２０－０３４６（直通） 

   ＦＡＸ：０７７６－２０－０６４２ 

   e-mail  iryou@pref.fukui.lg.jp 

 


